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香芝市窓口業務等に関する人材派遣業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

 香芝市窓口業務等に関する人材派遣業務委託 

 

２ 勤務場所 

⑴ 香芝市本町１３９７番地 香芝市役所（課税課、収税課、市民課

又は会計課） 

⑵ 香芝市逢坂一丁目３７４番地１ 香芝市総合福祉センター（介護

福祉課、国保医療課、社会福祉課、生活支援課又は児童福祉課） 

⑶ 香芝市逢坂一丁目５０６番地１ 香芝市保健センター（健康衛生

課） 

 

３ 勤務日及び休日 

⑴ 勤務日 

  月曜日から金曜日まで 

⑵ 休日 

土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日ま

で） 

 

４ 勤務時間 

 午前８時３０分から午後５時１５分まで（うち、休憩１時間） 

 

５ 派遣期間 

 令和７年１０月１日から令和１２年９月３０日まで 

※ 基本契約は、初年度を含む５年間(令和１２年９月３０日まで)の

長期継続契約を原則とした上で、各課と締結する個別契約は単年度

契約とする。令和８年度以降の契約は、履行状況が良好と認められ、

かつ、個別契約に係る予算が市議会にて議決された場合に限る。 

 

６ 派遣労働者の人員 
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 別添「各課派遣労働者の人員」のとおり 

 

７ 派遣労働者の資格等 

 ⑴ 窓口業務（８に示す業務内容等を含む地方公共団体の業務）につ

いて、官公庁又は民間企業等で１年以上の業務経験を有する者又は

同等の能力を有する者であること。 

 ⑵ 市役所で勤務し、公務の一端を担う立場として、市役所のルール

に従うとともに、基本的なビジネスマナー、接遇マナー並びに個人

情報保護等の知識及び能力を有し、良好な対人関係を築ける者であ

ること。 

 ⑶ 基本的なパソコン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）が支障なく行え

ること。 

 

８ 主な業務内容 

⑴ 課税課 

  ア 所得証明書等の申請書類等の受付、発行等に関する業務 

  イ 市民税の諸手続に係る受付、入力等に関する業務 

  ウ 自動車臨時運行許可証の申請書類等の受付、発行等に関する業

務 

  エ 軽自動車等の登録、変更等に関する業務 

  オ 個人住民税に関する補助業務 

  カ 固定資産証明の申請書類等の受付、発行等に関する業務 

  キ 固定資産税に関する補助業務 

  ク 法人市民税に関する補助業務 

⑵ 収税課 

  ア 徴収に関する補助業務 

  イ 納税証明書の申請書類等の受付、発行等に関する業務 

  ウ 財産調査等に関する補助業務 

  エ 電話催告に関する業務 

⑶ 市民課 

  ア 住民票、戸籍謄本等の証明書の発行に関する業務  

  イ 住民票、戸籍謄本等の郵送請求の対応に関する業務 

  ウ 国民健康保険制度の諸手続に係る受付、案内等に関する業務 
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エ 後期高齢者医療制度の受付、交付等に関する業務 

  オ 福祉医療制度の諸手続に係る受付、案内等に関する業務 

  カ 介護保険制度の諸手続に係る受付、案内等に関する業務 

  キ 児童手当の諸手続に係る受付、案内等に関する業務 

  ク 住基、戸籍及び印鑑登録の異動の受付に関する業務 

  ケ 書かない窓口（住民票等の異動届の受付及び入力）に係る対応

業務 

  コ 国民年金制度の諸手続に係る受付等に関する業務 

⑷ 健康衛生課 

ア 予防接種及び健（検）診等に関する業務 

イ 精神保健事業に関する業務 

⑸ 介護福祉課 

  ア 介護保険制度に関する業務 

  イ 香芝市介護認定審査会の運営に関する補助業務 

  ウ 香芝市中央地域包括支援センター窓口業務 

  エ 徴収に関する補助業務 

  オ 保険料収納窓口業務 

  カ 財産調査等に関する補助業務 

  キ 電話催告に関する業務 

⑹ 国保医療課 

  ア 国民健康保険制度に関する業務 

  イ 後期高齢者医療保険制度に関する業務 

  ウ 福祉医療制度に関する業務 

  エ レセプト過誤返戻に関する業務 

  オ 徴収に関する補助業務 

  カ 保険料収納窓口業務 

  キ 財産調査等に関する補助業務 

  ク 電話催告に関する業務 

⑺ 社会福祉課 

  ア 障害者福祉（身体、知的及び精神）に関する書類の受付、交付

等業務 

  イ 障害者福祉に関する事務及び書類整理業務 
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⑻ 生活支援課 

  ア 生活保護制度に関する医療券の申請受付及び交付業務 

  イ 生活保護制度に関する事務及び書類整理業務 

⑼ 児童福祉課 

ア 児童福祉制度（児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当）

に係る書類の受付、交付等に関する業務 

イ 香芝市出産・子育て応援交付金及び妊婦支援給付金に関する業

務 

ウ 母子保健に関する申請受付に関する業務等 

⑽ 会計課 

  ア 伝票及び添付書類の審査に関する業務 

  イ 支払後の伝票整理に関する業務 

⑾ 各課共通業務 

  ア システムへのデータ入力に関する業務 

  イ 来客者及び架電者への窓口対応に関する業務 

  ウ 上記以外で各課が指示する業務 

 

９ その他 

⑴ ７に示す派遣労働者の資格等を満たさない場合等、期待する水準

を満たさない場合は、責任を持って代替人員を確保すること。 

⑵ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守

すること。 

 


